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T　選挙管理委員会事務局
　　☎0475（80）1261

【
標
語
部
門
】　
　（
敬
称
略
）

市
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一
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こ
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来
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一
歩�

伊い　
藤と
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華は　
那な　
　
日
向
小
６
年

選挙に関するＱ＆Ａ
―千葉県知事選挙の実施にあたって―

Q�．「投票所入場整理券」が届かないときや紛失した
ときは？

A �．入場整理券がなくても投票することができます。入
場整理券は、選挙が行われることをお知らせすること
と投票所での本人照合をスムーズに行うためのもので
す。

　�運転免許証などにより、ご本人確認ができましたら、入
場整理券が届いていない場合や紛失した場合でも投票
することができます。

Q�．期日前投票が始まったのに「選挙公報」が届かな
いのですが？

A �．3月4日㈭の告示日【期日前投票開始の前日】の午後
5時に立候補届出が終了した後、作成し、新聞折り込み
等で各戸に配布するため、お手元に届くまで時間がか
かります。

　�期日前投票や不在者投票をする方には、ご不便をおか
けしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。
　なお、選挙公報は市内公共施設等でも配布します。

Q�．期日前投票ができる場所・期間・時間は？
A �．期日前投票は、お住まいの地域に関係なく、市内４カ
所（山武市役所、各出張所）の期日前投票所で行うこと
ができます。

　�今回の千葉県知事選挙の場合は、３月５日㈮から３月
20日（土・祝）までとなっています。
　また、時間は午前８時30分から午後８時までです。
　�なお、期日前投票を行う際には、宣誓書の記入が必要と
なります。宣誓書は期日前投票所に置いてありますが、
入場整理券にも記載されておりますので、事前にご記
入いただくと、スムーズに投票することができます。
　�（注）立候補者が定数（１人）だった場合は、選挙は行わ
れません。
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事務室等移転のお知らせ
市役所組織の見直しや施設の老朽化に伴い、事務室等を一部移転します。
また、日向診療所は、名称が「さんぶの森診療所」に変更となり、休診日が木曜午後、土曜、日曜、祝日、
年末年始に変更となりますのでご注意ください。
組織の見直しや取り扱い業務の変更等については、「広報さんむ４月号」でお知らせします。

T　総務課　☎0475（80）1112

◆山武市役所庁舎等へ来訪される皆さまへのお願い
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、庁舎等への来庁に�
当たり、マスクの着用、入口でのアルコール消毒・検温にご協力く
ださい。
以下の症状をお感じの方は、庁舎への来庁を控え、各部署等への
用件は、できる限り電話、メール、郵送等による方法でご対応いただ
きますようお願いします。
・37.5度以上の発熱がある・倦怠感（だるさ）がある・咳や喉の痛みなどの風邪症状がある
来庁者の皆さまには、お手数おかけしますが、ご協力をお願いします。

組織名 ☎ 新しい場所 移転後の業務開始日

日向診療所 0475（71）2888 さんぶの森中央会館
４月５日㈪から
（３月２７日㈯から４月
４日㈰まで臨時休診）

環境保全課
（ごみのこと、ペットの
こと）

0475（80）1161
0475（80）1163

山武市役所
本庁舎内

新館１階

３月２９日㈪から

市民課市民生活係※

（区・自治会のこと、交
通災害共済のこと）

0475（80）1271 本館２階
市民交流サロン

市民自治支援課
市民広報係※

0475（80）0152 本館２階

家庭児童相談室 0475（80）2634 教育委員会庁舎

生涯学習課 0475（80）1451

成東中央公民館

３月１５日㈪から
（移転初日は一時電話
が繋がらない場合があ
ります）

スポーツ振興課 0475（80）1461

※�４月１日㈭から、市民課市民生活係は「市民自治支援課生活安全係」に、市民自治支援課市民広報係は「秘書
広報課広報係」に名称が変更になります。
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国
民
健
康
保
険
関
係
功
績
者

�

厚
生
労
働
大
臣
表
彰

長
年
に
わ
た
り
、
山
武
市
の
国
民
健

康
保
険
事
業
の
運
営
に
関
す
る
協
議
会

委
員
と
し
て
、
国
民
健
康
保
険
事
業
の

発
展
に
貢
献
さ
れ
た
功
績
が
認
め
ら

れ
、
こ
の
度
の
表
彰
と
な
り
ま
し
た
。

　

伊い

藤と
う　
勝か

つ

子こ　
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
ケ
谷
ロ
）

T　
国
保
年
金
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
４
３

新
生
児
聴
覚
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査

の
費
用
の
一
部
助
成
を
始
め
ま
す

対
象
者　
令
和
３
年
４
月
１
日
以
降
に

出
生
し
た
赤
ち
ゃ
ん
で
次
の
ど
ち
ら

か
に
当
て
は
ま
る
方

①
検
査
を
受
け
る
当
日
に
山
武
市
に
住

民
票
が
あ
る
お
母
さ
ん
が
出
産
し
た

生
後
50
日
以
内
の
赤
ち
ゃ
ん

②
検
査
を
受
け
る
当
日
に
山
武
市
に
住

民
票
が
あ
る
生
後
50
日
以
内
の
赤

ち
ゃ
ん

対
象
検
査　
生
後
50
日
ま
で
の
間
に
初

め
て
受
け
た
新
生
児
聴
覚
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
検
査

助
成
額　
初
回
検
査
に
要
し
た
費
用
の

う
ち
３
０
０
０
円

※
検
査
費
用
が
助
成
額
を
上
回
っ
た
場

合
の
差
額
や
、
２
回
目
以
降
の
検
査

費
用
は
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

受
診
方
法　
「
新
生
児
聴
覚
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
検
査
受
診
票
」を
提
示
し
、

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

償
還
払
い　
里
帰
り
出
産
な
ど
で
、
山

武
市
と
契
約
し
て
い
な
い
医
療
機
関

で
検
査
を
受
け
た
場
合
、
受
診
票
を

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
受

診
後
に
助
成
金
を
交
付
申
請
す
る
制

度（
償
還
払
い
）が
あ
り
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

T　
健
康
支
援
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
７
２

令
和
３
年
度
集
団
検
診

「
胃
・
大
腸
・
乳
・
子
宮
が
ん
検
診
」

の
申
し
込
み
方
法
が
変
わ
り
ま
す
！

集
団
検
診
で
行
う
胃
・
大
腸
・
乳
・

子
宮
が
ん
検
診
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
対
策
の
た
め
、
人
数
制
限

や
受
付
時
間
の
指
定
等
を
導
入
し
、
完

全
予
約
制
で
実
施
し
ま
す
。

そ
れ
に
伴
い
申
し
込
み
方
法
が
変
わ

り
ま
す
。

◆
受
診
希
望
が
あ
る
全
て
の
方
に

　
申
し
込
み
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す

こ
れ
ま
で
は
、�

前
年
度
に
受
診

さ
れ
た
方
は
申

し
込
み
不
要
で

し
た
が
、
令
和

３
年
度
は
、
前
年
度
の
受
診
状
況
に
か

か
わ
ら
ず
、
受
診
希
望
が
あ
る
全
て
の

方
に
申
し
込
み
を
し
て
い
た
だ
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

申
し
込
み
方
法　
電
話
申
し
込
み

　
（
窓
口
、
は
が
き
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

等
で
の
受
付
は
い
た
し
ま
せ
ん
）

申
し
込
み
期
間　
４
月
１
日
㈭
～
30
日
㈮

◆
詳
細
に
つ
い
て
は
、
決
ま
り
次
第

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
広
報
さ
ん
む
４
月

号
、
令
和
３
年
度
保
健
事
業
案
内
等

で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　
（
集
団
胃
・
大
腸
・
乳
・
子
宮
が
ん

検
診
を
令
和
元
年
度
に
受
診
さ
れ
た

方
と
令
和
２
年
度
に
申
し
込
み
さ
れ

た
方
に
は
、
申
し
込
み
方
法
の
詳
細

に
つ
い
て
３
月
上
旬
に
案
内
通
知
を

行
い
ま
す
）

◆
肺
が
ん
・
結
核
検
診
、
前
立
腺
が
ん

検
診
、
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
に
つ
い

て
は
、
広
報
さ
ん
む
５
月
号
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

T　
健
康
支
援
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
７
１

産
婦
健
康
診
査
の
費
用
の
一
部

助
成
を
始
め
ま
す

対
象
者　
次
の

す
べ
て
に
当

て
は
ま
る
方
。

①
令
和
３
年
４

月
１
日
以
降

に
山
武
市
に

妊
娠
届
出
を
さ
れ
た
方

②
健
診
を
受
け
る
当
日
に
山
武
市
に
住

民
票
が
あ
る
方

③
受
診
結
果
が
山
武
市
に
提
出
さ
れ
、

産
後
の
支
援
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
に

同
意
さ
れ
る
方
。

健
診
内
容　
診
察
・
体
重
測
定
・
血
圧

測
定
・
尿
検
査
・
精
神
面
の
確
認
な

ど
。

助
成
額　
１
人
１
回
５
０
０
０
円
上
限

※
健
診
費
用
が
助
成
額
を
上
回
っ
た
場

合
の
差
額
は
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

受
診
方
法　
産
後
１
カ
月
頃
、「
産
婦
健

康
診
査
受
診
票
」等
を
提
示
し
、
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

償
還
払
い　
山
武
市
と
契
約
し
て
い
な

い
医
療
機
関
で
健
診
を
受
け
る
場

合
、
受
診
後
に
、
助
成
金
を
交
付
申

請
す
る
制
度（
償
還
払
い
）が
あ
り
ま

す
の
で
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

T　
健
康
支
援
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
７
２

　健康・福
祉
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市の新型コロナウイルス感染状況をお知らせします

■一人一人の感染対策が大切です
　�　千葉県から公表された令和３年１月の感染者数は50人でした。新型コロナウイルス感染症は、引き続き
警戒が必要です。『感染しない・させない』ためには、皆さん一人一人が感染防止対策を徹底することが重
要です。今一度感染予防対策等を確認してください。また、十分な睡眠と食事を心掛けて免疫力を高める、
室内を湿度50～60％に保つなどの感染リスクを減らす生活を心掛けましょう。

■新型コロナウイルス感染症を正しく知ろう
Ｑ１　新型コロナウイルスに感染した人が、他の人に感染させてしまう可能性がある期間はいつまでですか？
Ａ１�　発症の２日前から発症後７～10日間程度とされています※。また、この期間のうち、発症の直前・
直後で特にウイルス排出量が高くなると考えられています。

� ※新型コロナウイルス感染症(COVID-19）診療の手引き・第4.1版より

Ｑ２　新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、どれくらいの人が他の人に感染させていますか？
Ａ２�　新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、他の人に感染させているのは２割以下で、多く
の人は他の人に感染させていないと考えられています。

　　�このため、感染防護なしに３密（密閉・密集・密接）の環境で多くの人と接するなどによって１人の感
染者が何人もの人に感染させてしまうことがなければ、新型コロナウイルス感染症の流行を抑えるこ
とができます。

　　［厚生労働省ホームページ（2021年１月時点）新型コロナウイルス感染症の”いま”についての知識より抜粋］

■新型コロナウイルス感染症に関する　不当な偏見・差別をなくしましょう
　�　全国的な新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、不安や偏見などにより、感染
者やその家族、医療従事者等へ誹謗中傷や不当な差別・いじめなどの人権侵害が
大きな問題となっています。
　�　不確かな情報に惑わされて差別や偏見につながらないよう、確かな情報に基づい
てお互いを思いやり行動しましょう。

１月までの年代別感染者数、月別感染者数（千葉県から公表された1月31日現在のものです）

※詳細は市ホームページでもお知らせしています。　H�https://www.city.sammu.lg.jp/page/page002119.html

年代別感染者数
10歳未満　1人 60

50

40

20

10

�0

30

10代
5人

80代
3人

20代
13人

30代
16人

60代
16人

40代
12人

70代
14人

50代
10人

90代以上
1人

月別感染者数

3月

2

4月

1

5月
0

6月
0

7月
0

8月

12

9月

2

10月

1

11月

7

12月

16

1月

50
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発熱などの症状があるときは
①まずは日ごろ通院している医療機関や、お住まいの近くの医療機関に電話で相談してください。
②相談先に困った場合には、下記の「電話相談窓口」にご相談ください。

■相談・診療・検査の流れ
　�　新型コロナウイルス感染症を診断するためのPCR検査等については、医師が必要と判断した場合に、医
療機関で実施されます。

　検査結果が陽性で新型コロナウイルス感染症と診断された場合、千葉県山武保健所から、診療のご案内や
濃厚接触者の把握についてご連絡します。

■電話相談窓口

か
か
り
つ
け
医
が
い
る
場
合

医
師
の
判
断
に
応
じ
て
検
査
へ

か
か
り
つ
け
医
が
い
な
い
場
合

相
談
に
困
っ
た
場
合

かかりつけ医等の地
域の身近な医療機関
に電話で相談

【かかりつけ医等の
地域の身近な医療機関】

【発熱外来、診療・検査
可能な医療機関】

自院で診療・検査
できない場合、相
談窓口を紹介

必ず事前予約
をして受診

【相談窓口】
・千葉県発熱相談コールセンター
・さんむ医療センター
・山武市役所健康支援課

近くの発熱
外来を案内

相談窓口に
電話相談

▶

▶

▶

▶

▶

名称 電話番号 対応時間

千葉県発熱相談コールセンター 03（6747）8414 24時間365日対応

発熱相談医療機関
さんむ医療センター 0475（82）2521 月～金曜日�午前９～11時

（祝日・年末年始を除く）

山武市役所健康支援課 0475（80）1171 月～金曜日�午前8時30分～午後5時
（祝日・年末年始を除く）
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国民健康保険の加入・脱退の届け出はお早めに！！
　春は卒業や入学・就職など、異動の多い季節です。職場の健康保険に加入した、または退職さ
れた場合など次のようなときは、国民健康保険への届出が必要です。
※国民健康保険の資格取得（加入）・喪失（脱退）の届出は、14日以内に行いましょう。

◆ 国民健康保険に加入する場合
こんなとき 届出に必要なもの

職場の健康保険の資格がなくなったとき 職場の健康保険の資格喪失証明書
本人確認ができるもの

他の市区町村から転入したとき
（職場の健康保険に加入していない場合） 転出証明書、本人確認ができるもの

◆ 国民健康保険を脱退する場合
こんなとき 届出に必要なもの

職場の健康保険に加入したとき 国保保険証、職場の健康保険の保険証

他の市区町村へ転出するとき
（職場の健康保険に加入していない場合） 国保保険証

◆ その他
こんなとき 届出に必要なもの

住所、世帯主などが変わったとき 国保保険証、本人確認ができるもの

学生が修学のため市外へ転出したとき 国保保険証、在学証明書

上記の学生が卒業または退学したとき 国保保険証、卒業証明書等

保険証を紛失したり、汚れて使用できなくなっ
たとき（再発行） 本人確認ができるもの

※�届出にはマイナンバー（個人番号）の記入が必要です。届出の際は、マイナンバーカードなどをお持
ちください。
※�「本人確認ができるもの」とは、マイナンバーカードや�
�パスポート、運転免許証などの官公署が発行した顔写
真つきの証明書または年金手帳や介護保険証などを指し
ます。（顔写真がない物の場合は２種類以上必要です。）
※�本人確認が出来ない場合には、被保険者証は郵送となり
ます。

�

T　国保年金課　☎0475（80）1143
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風
し
ん
の
ク
ー
ポ
ン
券
の

�

使
用
期
限
が
変
わ
り
ま
す
！

令
和
２
年
３
月
末
ま
で
と
令
和
３
年

３
月
末
ま
で
の
ク
ー
ポ
ン
券
は
、
令
和

４
年
２
月
末
ま
で
使
用
で
き
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

幼
少
期
に
公
的
な
予
防
接
種
を
受
け

る
機
会
が
な
か
っ
た
昭
和
㊲
年
４
月
２

日
～
昭
和
�
年
４
月
１
日
の
間
に
生
ま

れ
た
男
性
は
、
風
し
ん
の
抗
体
保
有
率

が
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。

風
し
ん
は
、
免
疫
の
な
い
女
性
が
妊

娠
中
に
感
染
す
る
と
胎
児
に「
先
天
性

風
し
ん
症
候
群
」と
い
う
病
気
を
起
こ

す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

あ
な
た
と
、
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く

る
世
代
の
子
ど
も
た
ち
を
守
る
た
め

に
、
ま
ず
は
風
し
ん
の
抗
体
検
査
を
受

け
ま
し
ょ
う
。
そ
の
結
果
、
抗
体
価
が

低
い
・
無
い
と
さ
れ
た
方
は
予
防
接
種

を
受
け
ま
し
ょ
う
。

対
象
者　
山
武
市
の
住
民
基
本
台
帳
に

記
録
さ
れ
て
い
る
昭
和
37
年
４
月
２

日
か
ら
昭
和
54
年
４
月
１
日
の
間
に

生
ま
れ
た
男
性
の
方

受
診
方
法
等　
市
で
発
行
す
る
ク
ー
ポ

ン
券
を
使
用
し
、
事
業
実
施
医
療
機

関
等
で
無
料
で
受
診
で
き
ま
す
。
ま

ず
は
抗
体
検
査
か
ら
受
け
ま
し
ょ

う
。
予
防
接
種
が
必
要
と
な
っ
た
場

合
は
必
ず
接
種
し
ま
し
ょ
う
。

�

無
料
で
受
け
ら
れ
る
の
は
、
令
和
４

年
２
月
㉘
日
ま
で
の
１
度
き
り
で
す
。

注　
意　
対
象
者
に
は
、
今
年
度
の
６

月
ま
で
に
、
ク
ー
ポ
ン
券
を
発
送
し

て
い
ま
す
。
紛
失
等
で
ク
ー
ポ
ン
券

の
再
発
行
を
希
望
す
る
場
合
は
、

健
康
支
援
課（
成
東
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
内
）に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

T　
健
康
支
援
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
７
１

け
ん
け
つ
ち
ゃ
ん
か
ら
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ

緊
急
事
態
宣
言
の

影
響
等
で
、
血
液
が

非
常
に
不
足
し
て
い

る
状
況
で
す
。
献
血

に
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

日　
時　
３
月
30
日
㈫　
午
前
10
～
11

時
45
分
・
午
後
１
～
４
時

場　
所　
成
東
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

※
会
場
で
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
を
徹
底
し
、
献
血
を
行
っ

て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

H�https://w
w
w
.city.sam

m
u.lg.jp/

page/page001311.htm
l

T　
健
康
支
援
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
７
３

山
武
郡
市
急
病
診
療
所
か
ら
の

�

お
知
ら
せ

診
療
時
間
が
変
更
に
な
り
ま
す

令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
診
療
時
間

が
次
の
と
お
り
変
更
と
な
り
ま
す
。

◆
変
更
後
の
診
療
時
間　
午
後
８
～
10

時
ま
で（
受
付
時
間
は
午
後
９
時
45

分
ま
で
）

◆
受
診
に
当
た
っ
て
の
お
願
い　
当
診

療
所
の
受
診
を
希
望
す
る
方
で
、
熱

の
あ
る
方
は
必
ず
事
前
に
電
話
を
し

て
く
だ
さ
い（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
に
係
る
検
査
は
で
き
ま
せ
ん
）。

�

☎
０
４
７
５（
５
０
）２
５
１
１

場　
所　
東
金
市
堀
上
３
６
０
番
地
２

T　
山
武
郡
市
広
域
行
政
組
合

　

�

保
健
福
祉
課
医
療
係

�

☎
０
４
７
５（
５
０
）２
５
３
３

山
武
市
オ
リ
ジ
ナ
ル
体
操「
い
き

い
き
イ
チ
ゴ
体
操
」の
ご
紹
介

山
武
市
で
は
、
高
齢
者
の
介
護
予
防

と
健
康
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
平

成
30
年
度
に
山
武
市
オ
リ
ジ
ナ
ル
体
操

「
い
き
い
き
イ
チ
ゴ
体
操
」を
作
成
し
ま

し
た
。
市
の
名
産
で
あ
る
イ
チ
ゴ
や
山

武
杉
を
表
現
し
た
動
き
や
九
十
九
里
の

海
で
泳
ぐ
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
動
き

を
取
り
入
れ
、
山
武
市
な
ら
で
は
の
振

付
で
楽
し
く
健

康
づ
く
り
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。

体
操
に
は「
転

倒
骨
折
予
防
」や

「
認
知
症
予
防
」と
い
っ
た
健
康
で
い
き

い
き
と
し
た
生
活
を
送
る
た
め
の
必
要

な
要
素
を
取
り
入
れ
ま
し
た
。
ま
ず
、

か
か
と
上
げ
下
ろ
し
の
動
作
で
は
骨
を

強
く
し
た
り
、
ふ
く
ら
は
ぎ
の
筋
力

ア
ッ
プ
の
効
果
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

脳
ト
レ
の
動
き
の
要
素
や
家
族
等
と
一

緒
に
体
操
す
る
こ
と
に
よ
り
、
認
知
症

予
防
の
効
果
も
期
待
で
き
ま
す
。
体
操

す
る
方
の
状
況
に
よ
っ
て
、
立
っ
た
姿

勢
や
椅
子
に
座
っ
た
姿
勢
の
ど
ち
ら
で

も
体
操
で
き
ま
す
。

今
は
、
多
く
の
人
が
集
ま
る
と
い
う

こ
と
が
難
し
い
状
況
で
す
が
、
ご
自
宅

な
ど
で
一
人
で
も
で
き
る
体
操
で
す
の

で
、
ぜ
ひ
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

「
い
き
い
き
イ
チ
ゴ
体
操
」は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

ま
た
、
希
望
の
方
に
は
、
動
画
の
Ｄ

Ｖ
Ｄ
を
高
齢
者
福
祉
課
で
差
し
上
げ
ま

す
。

T　
高
齢
者
福
祉
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）２
６
４
２

H�https://w
w
w
.city.sam

m
u.lg.jp/

page/page002564.htm
l



12広報さんむ
2021.3月

行政からの
お知らせ

information

医
療
費
通
知
を

�

確
認
し
ま
し
ょ
う
！

医
療
機
関
で
受
診
さ
れ
た
国
民
健
康

保
険
の
被
保
険
者（
世
帯
主
宛
）に
医
療

費
通
知（
令
和
２
年
11
～
12
月
診
療
分
）

を
３
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
の
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

内
容
に
覚
え
が
な
い
場
合　
医
療
費

通
知
を
確
認
し
、
記
載
さ
れ
て
い
る
医

療
機
関
等
で
診
療
を
受
け
て
い
な
い
、

日
数
・
回
数
が
異
な
る
な
ど
不
明
な
点

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
手
元
の
領
収
書

等
を
ご
覧
に
な
り
医
療
機
関
に
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

※
窓
口
負
担
額
は
、
１
円
単
位
で
記
載

さ
れ
ま
す
が
、
実
際
に
支
払
わ
れ
た

額
は
10
円
未
満
を
四
捨
五
入
し
た
額

に
な
り
ま
す
。

T　
国
保
年
金
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
４
３

自
殺
対
策
強
化
月
間
の
お
し
ら
せ

～
３
月
は
自
殺
対
策
強
化
月
間
で
す
～

自
殺
は
、
心
理
的
に
追
い
込
ま
れ
た

末
の
死
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

に
よ
る
生
活
の
変
化
等
で
、
心
が
疲
弊

し
て
し
ま
っ
て
い
る
方
も
い
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
食
欲
が
な
く
な
り
、
眠
れ

な
い
ほ
ど
の
心
配
ご
と
が
あ
る
方
は
、

一
人
で
抱
え
込
ま
ず
、
誰
か
に
話
し
て

み
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
周
囲
の
方
が
元
気
が
な
い
、

口
数
が
少
な
く
な
っ
た
等
、
い
つ
も
と

違
う
様
子
だ
っ
た
と
き
は
、
勇
気
を
出

し
て
声
を
か
け
、
話
を
聞
い
て
あ
げ
ま

し
ょ
う
。
支
援
が
必
要
な
と
き
は
、
一

緒
に
考
え
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ

い
。尊

い
命
を
守
る
た
め
、
多
く
の
人
に

ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー（
命
の
門
番
）に
な
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
ま

す
。
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
は
、
悩
ん
で
い

る
人
に
気
づ
き
、
声
を
か
け
、
話
を
聞

い
て
必
要
な
支
援
に
つ
な
げ
見
守
る
人

の
こ
と
で
す
。
あ
な
た
も
ゲ
ー
ト
キ
ー

パ
ー
の
輪
に
は
い
り
ま
せ
ん
か
？

T　
い
の
ち
の
電
話

�

☎
０
４
３（
２
２
７
）３
９
０
０

　
健
康
支
援
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
７
１

退
職
後
の
国
民
年
金
の
手
続
き

厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
た
60
歳
未

満
の
方
が
会
社
等
を
退
職
し
た
場
合
に

は
、
国
民
年
金
に
加
入
す
る
た
め
の
手

続
き
が
必
要
で
す（
※
日
付
を
あ
け
ず

に
厚
生
年
金
の
あ
る
会
社
な
ど
に
再
就

職
す
る
場
合
を
除
く
）。

ま
た
、
退
職
し
た
方
に
扶
養
さ
れ
て

い
た
60
歳
未
満
の
配
偶
者（
夫
・
妻
）に

つ
い
て
も
、
同
様
に
国
民
年
金
の
切
替

手
続
き
が
必
要
で
す
。

こ
の
手
続
き
を
行
わ
な
い
と
、
年
金

額
が
減
る
場
合
や
、
年
金
そ
の
も
の
が

受
け
取
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

手
続
き
に
は
、
厚
生
年
金
の
資
格
を

喪
失
し
た
こ
と
が
わ
か
る
書
類（
資
格

喪
失
証
明
書
・
雇
用
保
険
被
保
険
者
離

職
票
・
退
職
証
明
書
等
）、
年
金
手
帳

が
必
要
で
す
。

T　
国
保
年
金
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
４
２

障
害
基
礎
年
金
等
を
受
給
し
て

い
る
方
の
児
童
扶
養
手
当
の
算

出
方
法
が
変
わ
り
ま
す

令
和
３
年
３
月
分
か
ら
、
障
害
基
礎

年
金
等
を
受
給
し
て
い
る
方
の
児
童
扶

養
手
当
の
算
定
方
法
が
変
わ
り
ま
す
。

※
障
害
基
礎
年
金
等
以
外
の
公
的
年
金

等（
遺
族
年
金
、
老
齢
年
金
、
障
害

厚
生
年
金
の
み
等
）を
受
給
し
て
い

る
方
は
、
調
整
す
る
公
的
年
金
等
の

範
囲
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
手
続
き　
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す

る
に
は
、
申
請
が
必
要
で
す（
令
和
３
年

３
月
１
日
に
支
給
要
件
を
満
た
し
て
い

る
方
は
、
令
和
３
年
６
月
30
日
ま
で
に

申
請
す
れ
ば
、
令
和
３
年
３
月
分
の
手

当
か
ら
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

T　
子
育
て
支
援
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）２
６
３
１

文
芸
さ
ん
む
新
刊
発
行
の

�

お
知
ら
せ

今
年
も
市
民
文
集「
文
芸
さ
ん
む
」が

発
刊
さ
れ
ま
し
た
。
市
民
の
皆
さ
ま
か

ら
募
集
し
た
作
品
を
文
芸
さ
ん
む
編
集

委
員
が
編
集
し
、
完
成
し
ま
し
た
。
ぜ

ひ
、
お
手
に
取
っ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

配
布
場
所　
市
役
所
、
教
育
委
員
会
、

市
内
公
民
館
、
図
書
館
、
出
張
所

※
配
布
は
、
な
く
な
り
次
第
終
了
し
ま

す
。

T　
生
涯
学
習
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
４
５
１

育
教・
て
育
子


